
家庭ごみの有料化・戸別収集の導入・ 
ごみ収集回数の削減に関するアンケート 

 

問１：あなたご自身とご家庭について、お答えください。 

それぞれ１つ選んで番号に○を付けてください。 

ア）性別 

 

（1） 男性    （２） 女性 

 

イ）：年齢 

   

 （1） １９歳以下 （2） ２０歳代  （3） ３０歳代  （4） ４０歳代   

（5） ５０歳代  （6） ６０歳代  （7） ７０歳代    （8） ８０歳以上 

 

ウ）家族の人数（ご自身を含めて） 

 

    （1） １人     （2） ２人     （3） ３人     （4） ４人  

（5） ５人     （6） ６人以上 

 

エ）：住まいの形態 

    

   （1）戸建て住宅  （2）集合住宅（アパート・マンション・寮） （3）その他 

 

オ）：あなたがお住まいの地区 

 １つ選んで番号に○を付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．大柏地区 大町、大野町、奉免町、柏井町、南大野 

２．宮久保地区 宮久保 3～6 丁目、北方町４丁目、東菅野４・５丁目、下貝塚 

３．曽谷地区 曽谷、宮久保１～２丁目、国分１丁目、東国分、稲越町 

４．国分・国府台地区 堀之内、北国分、中国分、国府台、国分２～７丁目 

５．市川地区 真間、市川、須和田２丁目 

６．八幡地区 菅野、平田１・２丁目、須和田１丁目、八幡３丁目、東菅野１～３丁目 

７．中山地区 八幡１・２・４～６丁目、北方、本北方、若宮、鬼越、中山、高石神 

８．市川駅南地区 新田、市川南、平田３・４丁目、大洲、大和田 

９．本八幡駅南地区 南八幡、鬼高、稲荷木、東大和田、田尻１・２丁目 

10．信篤地区 田尻３～５丁目、田尻、高谷、高谷新町、原木、二俣、二俣新町、東浜 

11．行徳地区 

河原、下新宿、本行徳、本塩、関ヶ島、伊勢宿、妙典、上妙典、下妙典、

富浜、末広、塩焼、宝、幸、入船、日之出、千鳥町、加藤新田、高浜町、

塩浜１丁目 

12．南行徳地区 
押切、行徳駅前、湊、湊新田、香取、欠真間、相之川、新井、広尾、 

島尻、福栄、新浜、南行徳、塩浜２～４丁目 
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問２：家庭ごみの有料化は、ごみの減量を図るため、各家庭から出るごみの量に応じてごみ

処理手数料を負担していただく制度ですが、この制度を導入することについてどのよう

に思いますか。 

  １つ選んで番号に○を付けてください。 

 

（1）導入すべき   （2）導入もやむを得ない   （３）導入すべきでない 

（4）どちらともいえない 

 

問３：家庭ごみの有料化をすることとなった場合、あなたの世帯では１ヶ月あたりどの程度

の金額であれば負担してもよいと思いますか。 

  １つ選んで番号に○を付けてください。 

 

     （1） 100 円    （2）200 円     （3） 300 円    （4）400 円 

（5） 500 円      （6）600 円     （7） 700 円    （8）800 円 

（9） 900 円      （10）1,000 円   （11）1,200 円  （12）1,500 円 

 

問４：家庭ごみの有料化をすることとなった場合、「燃やすごみ」と「燃やさないごみ」に

ついては、有料化することを考えていますが、プラスチック製容器包装類やビン・カン

などの資源物についてはどのようにしたらよいと思いますか。 

  １つ選んで番号に○を付けてください。 

 

（1） 無料とすべき 

（2） 「燃やすごみ」や「燃やさないごみ」よりも料金を安くした方がよい 

（3） 「燃やすごみ」や「燃やさないごみ」と同じ料金でよい 

 

問５：戸建住宅を対象として、建物ごとにごみを収集する戸別収集方式では、ごみ出しル

ールが守られることや、高齢者等のごみ出しが楽になることが期待できる一方で、現

在の集積所収集方式よりもごみ収集費用が増えることが見込まれます。 

 戸別収集方式を導入することについて、どのように思いますか。 

１つ選んで番号に○を付けてください。 

 

    （1）実施した方がよい      （2）実施しなくてよい（今のままでよい） 

（3）どちらともいえない 
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問６：ごみの減量や分別の促進を図るため、ごみの収集回数を減らすことについてどう思

いますか。 

   それぞれ１つ選んで番号に○を付けてください。 

 

 ア）燃やすごみ（現在の週３回から週２回へ減らす） 

（1）減らしてもよい       （2）減らすのもやむを得ない 

（3）減らすべきでない 

 

イ）燃やさないごみ（現在の週１回から月２回へ減らす） 

（1）減らしてもよい       （2）減らすのもやむを得ない 

（3）減らすべきでない 

 

 ウ）ビン・カン（現在の週１回から月２回へ減らす） 

   ※自治会やマンション管理組合などを対象に実施している集団資源回収を削減対象

にするものではありません。 

  （1）減らしてもよい       （2）減らすのもやむを得ない 

（3）減らすべきでない 

 

問７：家庭ごみの有料化・戸別収集の導入・ごみ収集回数の削減について、自由な意見を記

入してください。      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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